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33
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村
議
会
定
例
会

村
議
会
定
例
会 

報
告
報
告

◆
令
和
６
年
度
一
般
会
計
並
び
に
国

民
健
康
保
険
、
介
護
保
険
、
後
期
高

齢
者
医
療
、
簡
易
水
道
事
業
、
合

併
処
理
浄
化
槽
設
置
管
理
事
業
の

各
特
別
会
計
等
の
新
年
度
予
算
が
審

議
さ
れ
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
一

般
会
計
の
予
算
総
額
は
21
億
９
，

８
０
０
万
円
で
、
前
年
度
と
比
較
し

て
１
億
１
０
０
０
万
円
、
5.3
％
の
増

額
と
な
り
ま
し
た
。

◆
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

そ
れ
ぞ
れ
７
，
４
０
３
万
４
千
円
を

追
加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を

25
億
２
８
８
万
７
千
円
と
す
る
も
の
で
す

◆
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
補
正
予

算
（
第
３
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に

１
，
９
２
５
万
９
千
円
を
追
加
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
４
億
２
，

３
６
９
万
４
千
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
介
護
保
険
特
別
会
計
補
正
予
算（
第
２
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら

１
，
４
９
７
万
６
千
円
を
減
額
し
、

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
を
４
億
６
，

８
０
８
万
円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
後
期
高
齢
者
医
療
特
別
会
計
補
正

予
案
（
第
２
号
）

（
内
容
）
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
か
ら

２
３
１
万
２
千
円
を
減
額
し
、
歳
入
歳

出
予
算
の
総
額
を
４
，
４
４
６
万
４
千

円
と
す
る
も
の
で
す
。

◆
簡
易
水
道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第

３
号
）

◆
合
併
処
理
浄
化
槽
設
置
管
理
事
業

会
計
補
正
予
算
（
第
４
号
）

◆
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て

（
東
秩
父
村
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給

与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
）

（
内
容
）
会
計
年
度
任
用
職
員
に
つ
い

て
も
「
勤
勉
手
当
」
を
支
給
国
の
指

針
に
準
拠
し
、
令
和
６
年
度
会
計
年

度
任
用
職
員
募
集
要
項
に
勤
勉
手
当

支
給
の
文
言
を
記
載
す
る
た
め
、
専

決
処
分
を
行
い
、
そ
の
承
認
を
求
め

る
も
の
で
す
。

◆
専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ
と

に
つ
い
て

（
東
秩
父
村
手
数
料
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て
）

（
内
容
）
地
方
公
共
団
体
の
手
数
料
の

標
準
に
関
す
る
政
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令
が
令
和
５
年
12
月
６
日
に

公
布
さ
れ
、
戸
籍
法
に
基
づ
く
事
務

に
係
る
改
正
規
定
が
令
和
６
年
３
月

１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、

東
秩
父
村
手
数
料
条
例
の
一
部
を
同

日
ま
で
に
改
正
す
る
必
要
が
生
じ
た

た
め
、
専
決
処
分
を
行
い
、
そ
の
承

認
を
求
め
る
も
の
で
す
。

◆
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
犬
猫
死
体
処
理
従
事
手
当
に

ア
ラ
イ
グ
マ
や
ハ
ク
ビ
シ
ン
な
ど
の

有
害
鳥
獣
の
駆
除
作
業
を
支
給
対
象

と
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
保
育
所
設
置
及
び
管
理

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定

に
つ
い
て

（
内
容
）
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
を
城

山
保
育
園
内
に
移
転
す
る
こ
と
に
伴
い
、

城
山
保
育
園
の
定
員
を
見
直
す
と
と
も

に
、
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
特
定
教
育
・
保
育
施
設

及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
及
び

東
秩
父
村
家
庭
的
保
育
事
業
等
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制

定
に
つ
い
て

（
内
容
）
児
童
福
祉
施
設
の
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
関
係
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
介
護
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
「
第
９
期
介
護
保
険
事
業
計

画
」
に
基
づ
き
、
令
和
６
年
度
か
ら

令
和
８
年
度
ま
で
の
保
険
料
を
改
正

す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ

ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

◆
東
秩
父
村
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及

び
運
営
並
び
に
指
定
地
域
密
着
型
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
介
護
予
防
の
た

め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法
に
関
す
る

基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
制
定
に
つ
い
て

◆
東
秩
父
村
指
定
介
護
予
防
支
援
等

の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
並
び
に
指

定
介
護
予
防
支
援
等
に
係
る
介
護
予

防
の
た
め
の
効
果
的
な
支
援
の
方
法

に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

令
和
６
年
度
当
初
予
算

令
和
６
年
度
当
初
予
算

◆
東
秩
父
村
指
定
居
宅
介
護
支
援
等

の
事
業
の
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る

基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
令
和
６
年
度
介
護
報
酬
改
定

に
よ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事

業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
関

係
条
例
を
改
正
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
和
紙
の
里
関
連
施
設
設

置
及
び
管
理
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
東
秩
父
村
和
紙
の
里
体
験
交
流

促
進
施
設
に
付
随
す
る
和
紙
工
房
に
つ

い
て
、
手
す
き
和
紙
製
造
及
び
研
修
で

の
施
設
利
用
を
設
定
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
営
住
宅
設
置
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
新
庁
舎
建
設
事
業
に
よ
り
向

堀
住
宅
を
解
体
す
る
こ
と
に
伴
い
、

公
営
住
宅
法
第
44
条
第
３
項
の
規
定

に
よ
り
当
該
住
宅
の
公
営
住
宅
と
し

て
の
用
途
を
廃
止
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
簡
易
水
道
事
業
給
水
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

（
内
容
）
令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
水

道
法
の
一
部
改
正
が
施
行
さ
れ
る
に

伴
い
、
水
道
法
の
権
限
が
厚
生
労
働

大
臣
か
ら
国
土
交
通
大
臣
に
移
管
さ

れ
る
こ
と
か
ら
、
本
条
例
の
記
載
内

容
を
一
部
改
正
す
る
も
の
で
す
。

◆
東
秩
父
村
監
査
委
員
の
選
任
に
つ
い
て

（
内
容
）
東
秩
父
村
監
査
委
員
の
吉

野
文
泰
氏
が
令
和
６
年
３
月
15
日
を

も
っ
て
退
任
す
る
た
め
、
後
任
に
関

根
誠
一
氏
を
選
任
す
る
も
の
で
す
。

◆
小
川
地
区
衛
生
組
合
の
規
約
変
更

に
つ
い
て

（
内
容
）
小
川
地
区
衛
生
組
合
の
共
同
処

理
す
る
事
務
の
表
記
見
直
し
の
た
め
、

同
組
合
規
約
を
変
更
す
る
も
の
で
す
。

そ
の
他

そ
の
他

人
事
案
件

人
事
案
件

令和６年令和６年
令
和
５
年
度

令
和
５
年
度
補
正
予
算

補
正
予
算

条
例
改
正
等

条
例
改
正
等

　
村
議
会
定
例
会
が
３
月
５
日
・

６
日
・
８
日
・
12
日
・
13
日
の

５
日
間
開
か
れ
、
条
例
改
正
等

27
案
が
審
議
さ
れ
、
い
ず
れ
の

議
案
も
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ

ま
し
た
。


